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4 月 14 日 九州地方地震による通行止め・災害状況等について 

（第４報） 
 

4 月 14 日（木）21 時 26 分に発生しました地震による九州支社管内の高速道路の通行止め・災害状況等について、

ＮＥＸＣＯ西日本九州支社（福岡県福岡市、支社長：北田正彦）より、次のとおりお知らせいたします。通行止めにより

お客さまには大変ご迷惑をおかけしております。 

 

 

１．通行止め解除区間 

  14 時 00 分、下記の区間の通行止めを解除しました。 

 道 路 名 上下線 区間 通行止め日時 

①  九州自動車道 上下線 松橋 IC～えびの IC 

4 月 14 日 21 時 27 分 ～

4 月 15 日 14 時 00 分 

 

②  
南九州西回り自動車道 

（八代日奈久道路） 
上下線 八代 JCT ～ 日奈久 IC 

4 月 14 日 21 時 27 分 ～

4 月 15 日 14 時 00 分 

 

※南九州西回り自動車道については、日奈久 IC～津奈木 IC 間（国土交通省管理）についても、同時刻通行止め解除 

 

 

２．通行止めの状況 

  現在、九州支社管内道路の下記区間が通行止めとなっています。 

 道 路 名 上下線 区間 通行止め日時 

① 九州自動車道 上下線 植木 IC ～ 松橋 IC 4 月 14 日 21 時 27 分～ 

② 九州中央自動車道 上下線 嘉島 JCT～益城 TB 4 月 14 日 21 時 27 分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．道路の災害状況 

  九州管内全線において、路面上からの点検を完了し、現時点での被害状況等は、以下のとおりです。 

  なお、揺れが大きく、現在通行止めを行っている区間については、明け方より側道廻り等からの土工、構造物点検等を実

施しております。 

   道 路 名 上下線 区間 災害状況 

①  

九州自動車道 

上下線 

益城熊本空港 IC  

～ 

 御船 IC 

土工部盛土法面の崩落 １か所 

                      Ｌ=30ｍ  

土工部路面陥没、段差、ひび割れ、

隆起等  多数 

橋梁部ジョイントの段差 4 橋 

最大段差 20ｃｍ、開き 50ｃｍ

橋梁下部工の角かけ 

②  上下線 御船ＩＣ～松橋ＩＣ 
土工部路面陥没、段差、ひび割れ、

隆起等  多数 

  

 

 

 土工部盛土法面崩壊（下り線）177.8KP              土工部縦断方向ひび割れ（下り線）177.8KP  

（益城熊本空港ＩＣ～嘉島 JCT 間）                   （益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間） 

            
 

 

  橋梁ジョイント部段差（上下線）179.1KP             橋梁下部工の角かけ（下り線）177.8KP 

   木山川橋（益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間）          秋津川橋（益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間） 

            
 

 

 

 

 



3-１ 第三者被害 

   九州自動車道 下り線益城熊本 IC～嘉島 JCT 間、177.８ｋｐ付近の路面陥没部において、トラックが落ち込む被害が

発生しておりましたが、７時１３分、益城熊本空港 IC から流出されております。 

   現時点において、高速道路上をご利用中のお客さまおよび休憩施設内のお客さま、従業員等に対する被害等は確認

されておりません。 

 

3-２ 高速道路内の休憩施設、料金所等の被害状況 

   今回の地震において、高速道路内の休憩施設および料金所等において、点検の結果、灯具およびガラス破損等の一

部小規模な被害等は確認されておりますが、建物倒壊等の大規模な被害は発生しておりません。 

 

3-３ 災害箇所付近の最大震度（観測点  御船 IC 観測所）： 震度 6 強      

    

 

４.通行止め解除の見込み 

 揺れが大きく通行止めを実施している区間については、現在、側道廻り等からの点検を実施しております。また、災害発生

箇所については、詳細を確認するとともに、応急復旧作業に向けた準備中です。今後の点検状況および復旧作業の進捗状

況を確認した上で適宜通行止めを解除する予定です。 

 

５．緊急車両の通行について 

 現在、通行止め実施中区間のうち、九州自動車道 益城熊本空港 IC～松橋 IC（上下線）を除く区間について、4 月 15 日

1 時 10 分より緊急車両の走行を可能としております。 

 


